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、

NO.
基本

施策

総務委員会からの意見への対応方針

基本施策名称の「暮らしやすぃコ

ンパクトな市街地を形成します」

は、中心部だけのことを示してい

るように感じ、まち全体が暮らし

やすくなっているとは読めない。

表現を検討してほしい。

E4

意見

2 FI

基本施策の名称で表現することが難しい

ため、個別施策中の「ネットワーク型コ

ンパクトシティ長崎」についての注釈に

よる説明に加え、総合計画の冊子におい

て「ネットワーク型コンパクトシティ長

崎」、について項目を設け記載することと

する。

「人権」は「権利」ということは当

然であるが、「責任」が伴うこ.とも

両輪として啓発していってぼしい。

資料2

対応方針

計画の文言は現行のままとしたいが、F長

崎市人権教育・啓発に関する基本計画」に

おいても、人権が尊重される平和で豊か

な社会を実現するためには、すべての人

の人権が共に尊重されることが必要で、

そのために、一人ひとりが「自分の人権だ

けでなく他人の人権についても正しく理

解し、自分の権利の行使に伴う責任を自

覚して、人権を相互に尊重し合う人権共

存の考え方」を持つことが重要としてい

るところであり、今後の取組みの中で権

利と責任の両面からの啓発・周知に取り

組む。

3 F5
「障害者」の表記は、「障がい者」に

変更してほしい。

2

負のイメージがある「害」の字を人に対し

て用いることが不適切という観点から

「障がい」と表記する考え方がある一方

で、社会にある障害物や障壁こそが「障害

者」をつくりだしており、まさにその「障

害」を解消していく必要があることから

「障害」という表記が適切という考え方

など、様々な考え方があると認識してぃ

る。

本市においては、今後の動向に注視しっ

つ、当面の問、法律等の表現に準じた「障

害」を用いることとしたい。



NO
基本

施策

4

「安心できる医療環境の充実を図

ります」としているが、長崎みなと

メディカルセンタ」と輪番制病院

の内容しか記載がないように読め

る。

長崎大学病院、公的病院、かかりつ

け医とそれぞれ役割があるはずで

ある。かかりつけ医の役割分担など

計画に記載すべきではないか。

意見

F9

、

F9-1 の取組方針において下線部分を追

記し、次のとおり修正する。

「夜問救,急センターの運営や病院群輪番

崎大学病院や二次救急医療担う医療機

対応方針

制脂院への支援を継続する上上_支垈._長

5

関などと連携を図りながら、持続可能な

まちの課題の把握には、話し合いの

場を持つしくみが重要である。ま

た、話し合いをする機会があれぱ、

地域の人材も掘り起こすことがで

きる。そのような内容を基本計画に

入れてほしい。

H2

~」

門一2の取組方針「①持続可能な医療提供

体制の構築」において、「医療機関の機能

分化、役割分担及ぴ連携」をすすめること

としており、計画の文言はそのままとす

るが、今後、医療機関としっかりと協議し

ながら取組みを進めていく。

地域コミュニティ連絡協議会の設立支援

において話し合いの場の開催支援を行う

中で、地域課題の把握や共有、まちづくり

の担い手となる人材の掘り起こしにつな

がっている現状を次のとおり追記する。

話し合いの場の開催を通した地域コミ

総括
財政計画の視点を,前文に入れてほ

しい。

ユニティ連絡協議会の設立支援によっ

て、地域課題の把握や共有、まちづくりの

担い手となる人材の掘り起こしにっなが

つている。

コロナ禍の中で、不透明な部分が多く、

将来の見通Lが困難な状況の中、総合計

画の中に、財政計画を盛り込むことにつ

いては難しいが、総合計画の冊子におい

て次のとおり記載する。

「計画の実現のためには、それを支える

健全な行政基盤が不可欠であり、限ら

れた経営資源の効的な配分や新たな財

源の創出などを行いながら、持続可能な

行財政運営のもとで計画を推進します。

L

3
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NO
基本

施策

総括 人材育成の視点、情報政策の強化の

視点を全体的に取り入れてほしい。

意見

8 総括

横断的な評価ができる仕組みが必

要である。 KP 1の評価だけでな

<、めざす姿にどのように貢献した

のかという視点も大切である'

9 総括

人材育成及び情報政策の強化にっいて

は、基本構想や各施策を推進するうぇで

下支えとなる基本施策H3、各個別施策

において記載しており、計画の文言は現

行のままとしたいが、今後とも重要な視

点と認識し取り組んでいく。

人口減少は喫緊の課題。どこかに記

載すべきではないか。

対応方針

施策横断的な大きな視点での評価にっい

ては、他都市の評価方法等の研究や総合

計画審議会のご意見を伺いながら検討を
行いたい。

総合計画の冊子において、「人口の将来展

望と人口減少対策」の項目を設け記載す

ることとする。

4



第五次総合計画「前期基本計画」(素案)に関する
パブリック・コメントの実施概要

実施期間令和3年7月1 4日(フK)~ 8月1 3日(金)

2 意見提出者数 16人

3 提出された意見の概要

①基本計画全般に関するもの

.複数の部署や分野にまたがる問題に対し、さらなる部課間の連携や情報共有を

お願いしたい。

.専門用語に注釈をつけるなど、わかりやすく説明してほしい。

②個々の施策に記載した内容に関するもの

.現状分析等の記載内容に抽象的な表現が散見されるが、大事な部分には具体的な

事象などを示してほしい。

・より適切な成果指標があるのではないか。

、、

資料3

③その他

・既存の制度や事業への意見、要望

・取組方針に対する具体的な取組みの提案

など



[亟区
長崎市第五次総合計画「前期基本計画」の冊子構成(案)

総合計画の策定にあたって

(1)総合計画策定の趣旨

(2)第五次総合計画策定の視点(5つのキーワードなど)

(3)計画の位置づけと性格

(4)計画の構成及び期問信十画期問の考え方、 SDGS)

2 基本構想

(1)基本構想策定の趣旨

(2)めざす都市像とまちづくりの基本姿勢

(3)めざす2030年の姿

(4)まちづくりの方針の構成と見方

(5)めざす2030年の姿に近づくためのまちづくりの方針

前期基本計画

(1)第四次総合計画(基本構想・前期基本計画)の施策体系図

(2)基本計画害の構成と見方

(3)前期基本計画

3

(4)施策横断的な取組みを要する課題への対応

4 人口の将来展望と人口減少対策

(1)人口の将来展望

(2)長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略

(3)ネツトワーク型コンパクトシティ長崎

P 7 ~13

5 前期基本計画とSDGSの関係

6

6

資料編

(1)長崎市の現状

①長崎市の地勢等②定住人口③交流人口④地域経済 ⑤市民意識

(2)策定の経過

①総合計画策定における市民参加の状況

(市民からの意見聴取、長崎市総合計画審議会からの意見)

②長崎市総合計画策定条例

③策定体制

④策定に係る会議等の実績

(3)個別計画の策定状況

(4)総合計画策定の系譜

P 14

P 15~17

P 18~19



1 総合計画の策定にあたって

(1)総合計画策定の趣旨

本市では、平成23年度から令和3年度を計画期間とする「長崎市第四次総合計

画」において、将来の都市像を「個性輝ぐ世界都市」「希望あふれる人間都市」と
掲げ、「つながりと創造で新しい長崎へ」をまちづくりの基本姿勢として、その実
現に向け、市民、企業、大学など様々な主体(以下「市民等」という。)と一緒に
なって、まちづくりを進めてきました。

この聞、人口減少や少子化・高齢化の進展、テクノロジーの急速な発展、地球規

模の気候変動に伴う災害の激甚化などをはじめとして、私たちを取り巻く環境は大
きく変化してきています。

その中で、そうした変化に対応するための新たな取組みや仕組みづくりを行いな
がら、変化を先取りして自ら変化していくための準備を進めてきた結果、これから

先のどのような変化にもしなやかに対応していけるような「まちの基盤づく.り」が、
ハード・ソフト両面において進み、形になり始めています。

これからは、これらの基盤をより良い形で完成させ、その基盤を活かして、市民

の暮らしの質を高めるとともに、訪れる人の満足度も向上させるような取り組み'を
進めていかなければなりません。

また、急激な人口減少に歯止めをかけるための対策を、これまで以上に強化して

いかなければなりません。

以上のような認、識のもと、引き続き、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、

また、市民等と協働してまちづくりに取り組むための共通の指針として、令和4年
度から始まる「長崎市第五次総合計画」を策定します。
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(2)'第五次総合計画策定の視点

「第五次総合計画」は、「第四次総合計画からのっながり」を意識するとともに、「時
代の大きな流れを捉えた中で特に求められる視点」と、そこから導かれる「5つの
キーワード」を意識して策定します。

【第四次総合計画からのっながり】

■変化に対応するためのハー

ド・ソフト両面における基盤づ
くりが進んだ。

●急激な人口減少を避けるため

に対策を強化したが、減少のス
ピードを遅らせることができな
かった。

第四次総合計画の総括

【時代の大きな流れを捉えた中で特に求められる視点】

【時代の大きな流れ】

・人口減少、少子化、高齢化の進展
・テクノロジーの急速な発展

寸也球規模の気候変動と災害の激甚化

辻>

(うまく進んでいることをさらに進
める)

●基盤を完成させ、その基盤を活かし

て市民の暮らしの質を上げるととも
に、訪問客の満足度を向上させる。
(うまく進んでいないととを改善司・

る)

●急激な人口減少に歯止めをかける
ための対策を強化する。

第五次総合計画の着実な推進

【特に求められる視点】

'社会経済の規模縮小、世代間のバランス崩壊などから生じる様々な問題を喫緊
の課題と捉えて対応。

'変容する価値観(働き方やライフスタイルなど)に対応。個性を活かして選ぱ
れる。

新たな手法(進歩するテクノロジーや"つながり"など)で安全安心や暮らし
やすさを実現。

'持続可能な世界の実現に向けた貢献。自律した都市経営

【5つのキーワード】

QOL (生活の質)、ダイバーシティ(多様性)、テクノロジー(科学技術)
サステナビリティ(持続可ヨ尉生)、レジリェンス(しなやかな強さ)

8

・新型コロナウィルスの世界的な流行
・society5.0 の実現をめざず動き
・SDG.達成をめざす動き など
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(3)計画の位置づけと性格

①市政運営上の最上位計画

持続可能な行政運営の指針として市政全般を網羅した計画であり、各分野にお
ける諸計画や事業の最上位計画として位置付けます。

②市民等と行政に共通のまちづく、りの指針

まちづくりの担し.、手として、行政のみならず、市民等にとっての活動指針とも

なり得る「市民等と共有し、共に取り組む計画」として策定します。

③市民等にとって分かりやすい計画

市民等と行政が一体となってまちづくりを進めるために、どうし,,状態を目指
しているのか、そのためにどの様なことに取組むのかということを分かりやすく

示します。

④戦略性と実効性の高い計画

社会経済情勢や行財政状況の変化及び市民二ーズの高.度化・多様化などを踏ま
えた中長期的な.見通しに基づく、戦略性を持った計画とするとともに、適切な指

標等の設定により施策の成果を明確に把握し、これまで以上に政策,評価を計画推
進にっなげる仕組みを確立するなど、より実効性の高い計画をめざします。

また、計画の実現のためには、それを支える健全な行財政基盤が不可欠であり、
限られた経営資源の効果的な配分や新たな財源の創出などを行いながら持続可
能な行財政運声のもとで計画を推進します

⑤他の計画との整合

計画の推進にあたっては、国、県等の計画と十分に整合を図ります。

まだ、各分野の個別計画等の策定や変更にあたっては、本計画との整合を図り

ま司、。
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(4)計画の構成及び期問

【構成】

①基本構想

長崎市におけ.る将来の都市像やそれを実現するためのまちづくりの方針など
を明らかにし、行政と市民等の共通の指針とするものです。

②基本計画

基本構想において定めたまちづくりの方針などに沿った各種施策を体系づけ
るとともに、施策ごとのめざす姿やそれを実現するための取組方針などを示すも
のです。

③実施計画

基本計画において定めた各種施策の取組方針に沿った具体的な事業計画を示
し、行財政運営の指針とするものです。

【期間】

本計画の期間は、令和4年度(2022年度)から令和 12年度(2030年度)まで
の9年間とします。

ただし、基本計画は、社会情勢の変化、市民二ーズ、施策の進捗状況などを踏
まえ、おおむね半期で見直しを行うこととし、前期を令和4年度(2022年度)か
ら令和7年度'(2025年度)までの4年問、後期を令和8年度(2026年度)から令
和 12年度(2030年度)までの5年間とします。

また、実施計画は、計画期間を3年間とし、毎年度イ事業の評価、検証に基づ
く見直しを行いながら、その進行管理を行います。

露十画期間の考え方】

長崎市第五次総合計画は、本来、令和3年度(2021年度)から令和12年度(2030

年度)までの10年間の計画巴想定していたところ、新型コロナウィルスの影響に
より開始時期を1年遅らせて9年間の計画としてぃます。

終期も 1年遅らせて令和 13年度(2031年度)までの 10年間の計画とすること

も検討しましたが、目標年次を2030年とするSDGS (持続可能な開発剛勵の
達成に向けた取組みを一体的に推進していくため、終期は変更せず令和12(203の
年度までとしたものです。

基本計画にっいては、当面の問、新型コロナウィルスの影響で先行き不透明な
状況が続くと考えられるため、前期計画の期間を短く4年に設定し、より確かな
見通しに基づく後期計画へ早期に移行することとしています。
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【長崎市におけるSDGSの推進】

経済・社会・環境の3つの側面における広範な課題に統合的に取り組むSDG

Sは、発展途上国にも先進国にも共通する普遍的目標で、各国政府には、それぞ

れの国に特有の優先課題や強みを踏まえた積極的な取組みが期待されています。
そのようななか、 SDGSは地方自治体における様々な取組みとも密接に関

係しており、本市においても、各施策に17のゴールを関連付け、その達成に向
けた取り組みを一体的に推進していきます。

【SDG Sの 17のゴールと自治体行政の果たしうる役害ln

国際的な自治体の連合組織であるU C L G (united citi卵 and local

G0沌血鵬nts)は、17のゴールに対して自治体の果たし得る役割を次のように示

しています。

11



目標(GoaD

府Ⅷ界仰

SDG8の17のゴールと自治体行政の関係

自治体行政の果たし得る役割

1.貧困をなくそう

自治体行政は貧困で生活に苦しむ人々を支援する上でも適したポジション
います。各自治体において、すべての市民が必要低限のらしを確保する
とができるよう、きめ細やかな支援策が求められています。

2.飢餓をゼロに

自治体は土地や水資源を含む自然資産を活用して業や畜産などの食料生産の
支援を行うことが可能です。そのためにも適切な土地利用計画が不可欠です。
公的・私的な土地で都市農業を含む食料生産活動を推進し、安全な食料確保に

献する二ともできます。

3.すべての人に健康と福祉を

住民の健康維持は自治体の保健福祉行政の根幹です。国民皆保険制度の運営も
住民の健康維持に貢献しています。都市境を良好に保っことが住民の健康状
態を維持・改善に必要であるという研究も報告されています。

すべての人に

打座と糎吋を

買の鳥い改0を
●んむに

4.質の高い教育をみんなに

教育の中でも特に義務教育等の初等教育においては自治体が果たすべき役割は
非常に大きいといえます。地域住民の知的レベルを引き上げるためにも、学校
教育と社会教育の両面における自治体行政の取組は重要です。

5.ジエンダー平等を実現しよう

自治体による女性や子供等の弱者の人権を守る取組は大変重要です。また、自
治体行政や社会システムにジェンダー平等を反映させるために、行政職員や審
議会委員等における女性の割合を増やすのも重要な取組といえます。

ジ圭ンクー平薯を
主現Lよう

日

^

'

6,安全な水とトイレを世界中に

安全でj 潔な水へのアクセスは住民の日常生活を支える基盤です。水道事業は
自治体の行政サービスとして提供されることが多く、水源地の境保全を通し
て水質を良好に保っことも自治体の大事な務です。

エルキー壬●んi'に

ELτクリーンに
フ.エネルギーをみんなにそしてクリーンに

公共建築物に対して率先して省エネや再エネ利用を推進したり、住民が省/再工
ネ対策を推進するのを支援する等、安価かっ効率的で信頼性のい持続可能な
エネルギー源利用のアクセスを増やすことも自治体の大きな役割といえます。

8.働きがいも経済成長も

自治体は経済成長戦略の策定を通して地域経済の活性化や雇用の 1出に直接的
に関与することができます。また、勤務境の改善や社会サービスの制度整備
を通して労働者の待遇を改善することも可能な立にあります。

i
 
、

、
 
i

、
一
〆



. 虚裳と技術革新の
飢盤をつくろ?

-4

、・?

人"回の汗・ T井

E4 くモう

=ト
^

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

自治体は地域のインフラ整備に対して極めて大きな役割を有しています。地域
経済の活性化戦略の中に、地元企業の支援などを盛り込むことで新たな産や
イノベーションを 1出することにも貢献することができます。

10.人や国の不平等をなくそう

差別や偏見の解消を推進する上でも自治体は主的な役割を担うことができま
す。少数意見を吸い上げっつ、不公平・不平等のないまちづくりを行うことが
求められています。

●けられる

まちづくりを

12

11.住み続けられるまちづくりを

包摂的で、安全、レジリエントで持続可能なまちづくりを進めることは首長や
自治体行政職員にとって究極的な目であり、存在理由そのものです。都市化
が進む世界の中で自治体行政の果たし得る役割は益々大きくなっています。

12.つくる責任つかう貴任

境負荷削減を進める上で持続可能な生産と消費は非常に重要なテーマです。
これを推進するためには市民一人一人の識や行動を見直す必要があります。
省エネや訳の徹底など、市民対諒の環境教育などを行うことで自治体はこの
流れを加速させることが可能です。

13.気候変動に具体的な対策を

気候変動問は年々深刻化し、既に多くの形でその影響は顕在化しています。
従来の温室効果ガス削減といった緩和策だけでなく、気候変動に備えた適応策
の検討と策定を各自治体で行うことが求められています。^

14.海の豊かさを守ろう

海洋汚染の原因の8 割は陸上の活動に起因していると言われています。まちの
中で発生した汚染が河川等を通して海洋に流れ出ることがないように、臨海都
市だけでなくすぺての自治体で汚染対策を・じることが重要です。

1の皇かさも
?みう

15.陸の豊かさも守ろう

自然生態系の保護と土地利用計画は密接な関係があり、自治体が大きな役割を
有するといえます。自然資産を広域に保するためには、自治体単独で対策を
講じるのではなく、国や周辺自治体、その他関係者との連が不可欠です。

1抑占公丘を

「へての人じ

..

16.平和と公正をすべての人に

平和で公正な社会を作る上でも自治体は大きな責務を負っています。地域内の
多くの市民の参画を促して参加型の行政を推進して、暴力や犯罪を減らすのも
自治体の役割といえます。

◆、ず●
風◆,

17.パートナーシップで目を達成しよう

自治体は公的/民間セクター、市民、NGO/NP0 などの多くの関係者を結び付
け、パートナーシップの推進を担う中核的な存在になり得ます。持続可能な世
界を構築していく上で多様な主体の協力関係を築くことは極めて重要です。

出典 「私たちのまちにとってのSDG8 (持続可な発目標)一導入のためのガイドライン

2018年3月版(第2版)」(自治体SDG 9ガイドライン検討委会編集)
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1 3 前期基本計画

(4)施策横断的な取組みを要する課題への対応

この基本計画は、基本構想において定めたまちづくりの方針に沿って各種施

策を体系づけたものですが、社会経済情勢が変化し、市民二ーズが高度化.多
様化する中では、施策横断的に取り組まなければ対応できない課題や行政だけ
では解決できない課題も少なくありません

そうした課題に対しては、行政内部の部局間連携はもとより企業や大学、
地域の関係団体など、まちづくりに関わるあらゆる主体の連携をさらに深め、
複数の分野を傭瞰する広い視野を持うて、柔軟かっ的確に対応します

0前期基本計画 H-3の後
2
3
4
5
6
7
8
9

如
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1 4 人口の将来展望と人口減少対策

(1)人口の将来展望

長崎市第五次総合計画の計画期間(2022年(令和4年)度~2030年(令和
12年)度)においては、以下の人口展望に基づいて各施策を進めることとし、

2030年(令和 12年)度末の人口を概ね38万人と想定します

長崎市の人口は、昭和50年に50万6千人とピークに達し、昭和60年頃を

境に減少に転じました国立社会保障・人口問題研究所'によると令和27年に

は31万1千人まで減少すると推計されています。

R42年

(2060年)

人口減少や人口構造の変化は、雇用や福祉、子育て、防災、教育、地域コミ

ユニティ、税収など様々な分野で長崎市のまちづくりに重大な影を与えるこ

とから、平成23年度から令和3年度までを計画期間とする第四次総合計画に

おいても、市の重要課題と位置づけ、市民・企業・行政等の多様な主体が力を

合わせて様々な施策に取り組んできたところですが、これまでのところ人口減

少に歯止めをかけるには至うておらず、さらなる対策の強化が必要です

現在、長崎市においては、自然動態に関して、合計特殊出生率を令和 12年
に 1.80、令和 22年には 2.00 にすること、社会動態に関して、現在の転出超

過から、令和詑年の均衡(士0)に向けた段階的改善を図ることにより、急

激な人口減少に歯止めをかけ、令和 42年においても約 31万人の人口を確保

することをめざしています

450,000 (人)

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

382,504

150,000

375,072

R 2年

(2020年)

1 「国立社会保障.人口問題研究所上厚生労働省に所属する国立の研究機関であり、人口や世帯の動向を捉えるとと
もに、内外の社会保障政策や制度ι一ついての研究を行0ている

R 7年

(2025年)

R12年

(2030年)

R17年

(2035年)

R詑年

(2040年)

社人研推計

長崎市人ロビジョン

309,796

R27年
(2045年)

R詑年

(2偽0年)

248β36

R37年

(20卵年)
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しやすいまちつくる

(2)長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略は、総合計画で定める施策のうち、
人口減少克服と地方創生に主眼を置いた施策の体系化を図るとともに、関連す
る施策を連携させながら、長崎市の実情を踏まえた将来の人口展望に基づく基
本目標や方向性を示したうえで、長崎市の個性や強みを活かした具体的な戦略
を定めたものです。

平成27年度に策定した第1期総合戦略では、少子化と若年層の転出超過に

起因する長崎市の人口減少対策にあたって、「結婚や出産を望む市民の希望実
現にっながる環境をっくる」、「若者が長崎に定着できる環境をっくる」という
視点のもとで様々な施策を推進してきました

しかしながら、計画の最終年度である平成31年度においても、若い世代の
転入者数の減少を主な要因とする転出超過の拡大及び若い世代の減少に伴う

出生数の減少により、人口減少に歯止めがかかっていない状況にありました。
そこで、令和2年度から令和6年度までを計画期間とする第2期総合戦略に

おいては、めざすべき姿として「若い世代に選ぱれる魅力的なまち」を掲げ、
その実現に向けて4つの目標を設定して施策の重点化を図り、人口の減り方を

抑制する施策や人口が減っても暮らしやすいまちの実現に向けた施策、また、
定住人口減少による消費縮小を補うため、交流人口を拡大する施策に引き続き
取り組むこととしています

粥2期総合戦略

~めさすへき姿と4つの目標~

めざすべき姿若い世代に選はれる魅力的なまち

基本目標1

基本目 2 子どもみんな・

を強くし、新しいひと,

本目 3 「まちの形」と「まちを支えるしくみ」をつくる

特定目 交流の産業化

る子

をつくる

2
2
2
2
 
2
 
4
5
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2
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旦

(3)ネットワーク型コンパクトシティ長崎

少子化.高齢化などを背景として、人口減少が進行司、ることで、病院や商店、

公共交通サービスなど、暮らしに必要な施設や機能を確保していくことが困難

となり、市民生活に重大な影を及ぼすことが予測されます。

長崎市では、このような状況においても、それぞれの地域に合った暮らしや

すさを整えてぃくため、都市や地域の暮らしに必要な施設が「コンパクト」に

確保された拠点(「都心部」・「都心周辺部」・「地域拠点」)と周辺の生活地区が、

公共交通や道路、情報などのネットワークで結ばれた「まちの形」として、長

崎らしい集約連携型の将来都市構造『ネットワーク型コンパクトシティ長崎』
の実現をめざしています

■『ネットワーク型コンパクトシティ長崎』(約連型の都市造)のイメージ

北部地域拠点

N

外

北部地域

海

都心周辺部

中央地域

東部地域拠点

式

'

伊王

福

高島

門、

南部地域

《期待される効》

誠地域

コンパクト

暮らし北

必要な... ●̂1 制

機能がある

O L,,

野

茂木

都心部

都心部

都D周辺部

地域拠点

生活地区

市街地

緑地

南部地域拠点

持口能

福祉サービス

が利用しやすい
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57

.

5 前期基本計画とSDGSの関係

SDG Sのゴールは、例えば、雇用を確保[ゴールNO.8]することが、貧困

の解決[ゴールNO.1]にっながり、ひいては飢餓の解決[ゴーノレNO,2]にっな
がるというたように、相互に関連しています。

第五炊総合計画「前期基本計画」に掲げる基本施策とSDGSの17のゴー

ルの関係は次のとおりであり、今後は、SDGS相互の関連も意識した施策連
携の視点をもちながら、「めざす2030年の姿」とSDG S の達成を一体的に推
進していきます。

r前剛芸本計■」r工掬げる蒼ネ諸

SOG尋の17のゴール

まちづくりの方針A 私たちは「独自の歴史・文化を君かし、多犠な交流と渦足を生み出すまち」をめざします

A1 竿域の個性を守り、活かし、伝えま
交廠のための都市槌能を高め、匪

貞2 .
めまサ

A■■際性を些かにします .

まちづくりの方針日私たちは「平和を愛し、平和の文化を杏むまち」をめざします

の実相を疑承しますBI

蓄島1篁島留,現に向け、舟実にB2

日3 平和の文化を醇成L吉す'

.

匡国」国」国国国国二国■三国LL1■」
■告宅(

.

此t●胃●凱, Jエン,ー
'冨■阜育吾" 底貢
吐甚 1三

.

筈ちづくりの方針0 私たちは「人や企墾に選ばれ.産業が進化し続けるまち」をめざします

引地場事寮者の成長を支提し宝す

Cユ
を割出して、産索を強くします

次世代にうながる農井案を奔てま03
亨

る椿読可能岩冨業仁^子気のあ04

C5 地元農水産物の摘を拡大しま゛
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2 地域コミュニティを支えるしくみの検証について

地域におけるまちづくりの推進に関する条例にっいて 別冊 PI~P4

人口減少、少子化・高齢化など社会状況が変化する中、安定的かつ持続可能な地域におけるま
ちづくりの推進に寄与することを目的として、平成31年3月に「長崎市地域におけるまちづくり
の推進に関する条伊Ⅱを制定しており、附則に定めるとおり、施行状況等を勘案し、検証を行う

※条例全文は、別冊P2~P4目的(第1条)

0 安定的かつ掩続句能な地城におけるまちづくりの推進に奇砦すること

住民(第3条)

0 地域におけるまちづくりへの捗加と協力
に努めます

地滅コミユニティ絡会(第4条)

0 まちづくり計画にづく事業α渓施
0 栂成間の輪共有と相互連携

0住民等へ報発尋と

各主体

地滅コミユニティ絹協詣会の認定等(第7条)

0 認定要件(活動区鱗団体の代袈性、規主勺又は会則、まちづくり計画)
0 認定に係る那務手続き(申鵠、変更、取消し悲ど)

市(第5条)
◇地蠣における藷ちづくりを推進するため

に必要恋施策を講します

市の支(第6条)
0 期政的措を講じます(予の範囲内)
0 人材成、報捉供、連携・交流の促進

等の支掘を行い弐す

)これまでの経過について

取組状況

地域コミユニティのしくみづくりプロジエクト開始(しくみづくりの方向性検討)
地域コミユニティあり方委員会の設置(H24~26)・地域コミユニティ活性化事業(H24~26)

・地域コミユニティあり方委員会より、地域の取り組みの方向性及長崎市の支援策の方向性にっいて報告書
出

地域での勉強会等の開催支援(H26~)
地域コミユニティ推進審議会の設置・地域活動の担い手等人材育成等の講座の開催(H27~)
地域を支えるしくみ(地域コミユニティのしくみづくり、サテライト機能の再編成の基本的な考え方にっいて、

市長による地域説明会(市内10プロ汐)
地域コミユニティのしくみの素案作成
地域ユミユニティ連絡協議会設立及びまちづくり計画策定に向けた話し合いの場づくり開催支援

2月議会総務委員会において所管事項報告
・地域を支えるしくみの素案にっいて、市長による地域説明会(市内1フロック
小学校区ごとの地域説明会(H29年6月~H30年7月、的小学校区)

・長崎市地域コミユニティ推進審議会において意見聴取(全体会4回、部会3回)
・地域コミユニティ連絡協議会設立及ぴまちづくり計画策定に向けた話し合いの場づくり開催支援
9月、11月及び2月議会総務委員会において所管事項報告
・議会からの意見を踏まえ、モデル事業の実施及検証(モデル6地区)
・地域づくり・人口減少対策特別委員会(6月、8月)において説明
6月議会総務委員会において所管事項報告
・ 9月及び11月議会総務委員会において議案審査(11月議会で修正可決)

第84号議案「長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例」
長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例施行(平成31年3月旧)

・協議会の認定制度開始
・地域コミユニティを支えるしくみの本格実施、交付金制度開始

・「みんなで、す~でけ肋tさき虹色プロジエクト【長崎市地域まちづくり計画】」(地域福祉計画を含む)策定

H26

H27

H28

【条例抜粋】
附則

(条例施行後の検討の義務)

2 市長は、この条例の施行
後3年を経過するまでの間に
おいて、この条例の施行状況
等を勘案して検討を加え、必
要があると認めるときは、所要
の措置をずるものとする。

)地域コミュニアイを支えるしくみの概要について

地域コミユニティを支えるしくみのイメージ図ア

H29

地域コミユニティ推進本部会議(R3.8.11)

H30

゛CJ
骨

自治会

青少圧育或協器会

子ともを守る

ネットワーク

RI

R2

議会へ報告(9月議会)

PTA

連含自治金

子ども塞

青圧団

社会福祉橿議会支部

その他 ・公共施設の活用についての相談
各圧図体住民 NPO

地域コミユニティ連絡協議会
・地域コミュニティ推進交付金の交付

※構成団体名は一例です

イ地域コミユニティ連絡協議会とは

囲概ね小学校区又は連合自治会(統廃合前の小学校区を基礎とするもの)

・地区内の自治会数又は自治会加入世帯数の8割以上が加入して構成
構成団体・連合自治会、育成協、子どもを守るネ外ワーク、社協支部、 PTA、民児協、学校等

の相当数の地域団体が加入して構成

まちづくり計画(地区の将来像と課題、課題解決のための取組みにっいて地域の皆さん
活動内容の意見をまとめたもの)に基づき、地区課題の解決を図るため、毎年度、事業を考え実行

する。

思訣寔
馳堀全件での
決●ことをする

学校病院

員喝漁協

民生婁苣児童

要員棲謬合

別冊 P5

身テ
いろし、ろ,よ着動
を企画ι寓詫

.

、.

者人クラフ

婦人合

消随団

「厩^

まちづくりを支援する職員

商工会

事斐吉

商店断

協働連携

地域センター

別冊 P6~P8

.
長崎市

・協議会の設立支援

・継続的な運営に向けての支援

・まちづくりを支援する職員の配置

)検証の流れについて

総合事務所

^

市民からの意見聴取

これまでの意見を踏まえて、条例施行後の成果や課題・今後の方向性に
沿って対応

附機 での

別冊門

推進本部での

協議会

未設立地区

会へ報告

アンケート調査及びヒアリング(R3.6~刀
代表者会議(R378)※令和2年度までに設立した18地区を対象

意見交換(随時)

地域コミユニティ推進審議会(R373の

検結果とりまとめ
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4

年
H
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)検証内容について

(ア)地域コミユニティ連絡協

協議会設立による成果については、
目のいずれかにおいて「成果がある」
答した協議会は94.4%であった。

また、各協議会が「成果がある」と回答
した項目数は、「10~14個」が44.4%と
tにっ大:。

各設問を分類別に見ると、「情報共有」
で94.4%、「住民等の参画・人材の確保」
で部3%、「課題解決」で刀.8%、「団体
間の連携協力」で667%の協議会が、「成
果がある」との回答であった。

地域コミュニアイ連絡協議会へのアンケート結果

会設立の成果

各項 「成果がある」と回答した
と回 協議会の割合

【参考】分類別の割合

a 情報共有

成果がない
0,0%

どちらともいえない
6%

どちらもしえない
5.6%

協議会設立による成果に関する設問

a 情報共有

1 まちづくり計画を作ったことで、地城の課題や将来像などを地域全体で共有できた

②地区内の住民等へ活動への参画を促すことに努めている

③定期的に構成団体問の情報共有の機会を設けている

④協議会の役割や活動内容等、地区内の住民等へ周知ができている

b 住民等の画・人材の確保

⑤まちづ4括十画を作るための話し合いのを重ねることで、新たな担い手が増えた

様々な団体が協議会へ参画することで、事業に幅広い年齢悟の参加が増え、これまで関わりが少なかった世代と関わる機会が増えている

⑦協議会の逓営や活動を通じて、新たな人材発掘・育成ができている

⑧まちづくり計画を作るための話し合いの場を重ねることで、住民のまちづくりへの参加欲が高まった

様々な団体が協謹会へ加入することで、若手が活動に参加するきっかけづくり1こなっている

C 課題解決

@まちづくり計画を作るための話し合いの場を重ねる中で、様々な団体、世代から新たな視点で課題や取り組みのアイデアが出された

様々な団体が協議会へ参画することで、様々な分野の地域の課題解決に取り組むことができる

様々な団体が協議会へ参画することで、様々な団体、世代から新たな視点での事業のアイデアが出されるようになっている

d 団体間の連協力

様々な団体が協議会へ参画することで、協議会の構成団体問で連携ができ、牢業の役割分担・協力体制ができている

これまで各団体で行っていた事業を協議会で実施したり、会議を一緒にしたり、構成団体問で行事や会瑳の整理をすることで、各団体の負担軽減、役割分担につながっている

b 住民等の参画・人材の確保

成果がない

0.0%

「成果がある」と回答した
項目数の割合

項目数割合合計

10~14個 44.4%

5~9個 389% 94.4%

1~4個 11.1%

0個 56% 5.6%

※「成果がある」...協議会設立による成
果に関する以下の14項目の設問のい
ずれかにっいて、「あてはまる」「ややあて
はまる」と答えた協議会の割合

どちらともいえない
16.フ%

成果がある
944%

成果がある
94.4%

成果がない
0.0%

C 課題解決

成がある
83,3%

(イ)長崎市の支援

長崎市の「人・拠点・資金」の3つの視点での支援について、「人の支援」で
は「協議会設立後は、市職員と困ったときにすぐに相談できるような関係性を築
けている」が94.4%、「拠点の支援」では「拠点の支援により、事務局など地域
活動の拠点を設けることができている」が778%、「資金の支援」では「交付金
の支援により、これまでできなかった活動ができるようになっている」が833%
であった。

一方、「交付金制度について、使途・対象経費など活用しやすぃ」と答えたの
は556%となっている。

どちらともいえない
16.フ%

成果がない
5.6%

d 団体間の連協力

成果がある
フフ.8%

どちらともいえない

33.3%

【人の支援】
協議会設立後は、市職員と困ったときに
すぐに相談できような関係性を築けている

ー"'、'~、あてはま
らない

0.0%

成果がない
0,m6

成果がある
66.フ%

どちらともいーなし
5.60

別冊 PI0~P12

【拠点の支援】
拠点の支援により、事務局など地域活動
の拠点を設けることができている

【資金の支援】
交付金の支援により、これまでできなかった
活動ができるよう1こなっている

あてはまる
94.4%

どちらともいえなし

2220

どちらともいえない
16.フ%

あてはま

らない
0.0%

あてはまら
ない

0.0%

あてはまる
フ7念%

交付金制度にっいて、使途・対象経費など
活用しやすい

あてはまる
833%

※「あてはまる」...「あてはまる」「ややあてはまる」と答えた協議会の割合
※「あてはまらない」_.「あまりあてはまらない」「あてはまらない」と答えた協議会の割合

あてはまらない
222%

どちらともいえない
222%

対象
回収率

あてはまる
55.6%

令和2年度までに設立した18地区
100%

.

.

.

.



)検証内容について

条例の項目

(ア)まちづくり計画
策定の過程

(第2条第1項第5号)

(イ)住民等の役割
(第3条)

・まちづくり計画を作るための話し合いの場を通して、
地域の課題や将来像などを地域全体で共有する
ことができた

・新たな担い手の確保にっながった

各項目の検証内容

成果

住民等の参画の機会である地域コミユニティ連絡協
議会の設立が全体の約半数の地区で進み、地域の
まちづくりが着実に広がってきている
》地域コミユニティ連絡協議会 21地区
》設立準備委 ^

17地区(R3.623時点)^

協議会設立により、住民のまちづくりへの参加意欲
が高まった
協議会の構成団体間で連携による役割分担・協力
体制ができた

(ウ)協議会の役割
(第4条)

22

・広報誌、SNS等を活用して、住民等へ活動の参画
を促すこと1こ努めている

・協議会運営や活動を通して、新たな人材発掘・育
成ができている

・協議会の役割や活動内容等、地区内の住民等へ
周知ができている

・団体問の連携がさらに密になった

・まちづくり計画を作るための会議の負担を感じた

(エ)市の役割及び支援
(第5条、第6条)

課題

・地区の実情、特性から設立に向けての機運が高
まっていないこと等により、協議会設立の検討に
至っていない地区がある

・協議会設立地区においても、新たな住民等の参
加が少ないため、幅広く住民への周知や参加促
進を行う必要がある

・交付金の支援により活のが広がった
・協議会設立に向けた市職員の支援により負担が
軽減された

・市職員との関係性の構築ができた
・地域活動の拠点を設置することができた

長崎市の評価

住民等の多様な主体や様々な世代が参加する話し合いの場を重ねることで、地域の課題や将来像などの
地域全体での共有や新たな担い手の発掘などにっながっており、同条で規定している話し合いの方向性は
継続していく。

まちづくり計画を作るための話し合いの場が増えることにっいて、負担を感じる地区もあるため、地域の実情に
応じた話し合いの場の提案が必要である。

(オ)協議会の認定要件
(第7条)

(条例施行規則第3条※)

協議会の認知度が低く、周知が課題
団体間の情報共有不足
活動の幅を広げたいが、担い手不足等によりなか
なか着手できない

※長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例施行規則第3条において、地域コミュニティ連絡協議会は、地区を代表する団体であり、様々な課題に対応できるようにするため、地区内の自治会数又は自治会
加入世帯数の8割以上で構成すること、また、連合自治会や育成協等の相当数の地域団体が加入すること等と定めている。

協議会設立の検討に至っていない地区にっいては、現状や課題、今後の支援の方向性などを市においてま
とめた「支援計画」に基づき支援する。協議会設立に向けた地区ごとの「勉強会」において、協議会設立地区
との意見交換の場の設定や協議会設立地区の活動等を紹介する「わがまちみらい情報交換会」の開催など、
具体的な設立に向けたイメージを共有できるような工夫を行い、さらなる機運醸成を図る必要がある。

市内67小学校区のうち、統廃合前の旧小学校の範囲で設立する地区もあるが、約半分の謁地区(協議
会21地区、設立準備委員会17地区)で、多様な主体の参画を得て、地域のまちづくりが着実に広がって
きている状況であるため、引き続き、同条の規定に基づき、住民等の地域に対する関心を高め、参画にっな
げるよう設立及び運営支援を行っていく。

・様々な団体で協議会を構成することで、様々な
団体・世代の参画にっながった

・構成団体間での役割分担・協力体制にっながって
いる

市の交付金による継続的な財政支援が必要
交付金の使途の制限により、使い1こくい面がある
協議会設立の検討に至っていない地区があるため
さらなる設立支援が必要である
まちづくり支援職員のさらなる協力をしてほしい
備品管理場所等を考慮した拠点支援

協議会の活動や参加促進を通して、新たな人材発掘・育成にっながっていることから、同条の規定に基づき、
協議会の役割を果たすことができるよう、引き続き協議会の意義や必要性の理解を深めてしKとともに、
全市に協議会が設立できるよう設立支援を行う必要がある。

別冊 P13~P29

一部の役員は重複しており、負担軽減になって
いない

協議会設立に取り組む際、スムーズに地域内の
様々な団体の理解と参加を得るのが難しかった
協力してくれる団体が限られてきている

交付金制度により、新たな地域課題の解決や既存の活動の維持にもっながっており、地域におけるまちづくり
の推進のためには、継続的な財政支援が必要である。

市の交付金が活用しにくいとの声もあることから、地域におけるまちづくりの推進のため1、必要な部分は、交
付金の使途のルールにっいて、検証する必要がある。

地域センターや総合事務所などのまちづくり支援担当部署をはじめ庁内の関係所属とも情報共有・連携し
ながら、引き続き各地区の実情に合わせて設立及び運営支援に取り組む必要がある。

拠点として公共施設の活用にっいて、関係課と連携し、引き続き支援を行っていく必要がある。

以上のことから、同条の規定に基づき、必要に応じ検証を行いながら地域のまちづくり推進のために支援を
行っていく。

これまで各団体で行っていた事業を協藷会で実施することで担い手の確保にっなげ、構成団体問で既存の
行事や会議を重ねたり、間引し寸訓整理をするなど、各団体のさらなる役割分担、負担軽減を図る必要が
ある。

多くの地区で、準備段階では各団体の代表者間で意見の相違もあったが、話し合いを重ねる毎に地域コ
ミユニティのしくみの重要性を理解・共有し、協議会設立1、至ることができ、各団体の連携強化や担い手な
どの人材の確保に繋がっている。

以上のことから、同条の規定に基づき、地域に寄り添いながら引き続き協議会の設立及び運営支援を行う。



)検証結果について(今後の方向性)

ア 条伊」・規則にっいて

・多様な主体の参画を得て、地域のまちづくりが着実に広がってきている状況であるため、今後も安定的かっ持続可能な地域におけるまちづくりを推進するため、現行の条例及び規則を維持する。

イ市の支について

(ア)人の支援

地域センターや総合事務所などのまちづくり支援担当部署はじめ庁内の関係所属とも情報共有・連携しながら、住民等の地域に対する関心を高め、参画にっなげるための協議会の設立・運営支援を行う。

【設立支援】

・未設立地区の現状や課題、今後の支援の方向性などを市においてまとめた「支援計画」に基づき、地域の実情に応じた協議会設立支援を行う。

・設立に向けて具体的なイメージが共有できるような工夫を行い、さらなる機運醸成を図る。

》協議会設立に向けた地区ごとの「勉強会」において、協議会設立地区に参加いただき、意見交換の場を設定する。

》協議会設立地区の取蠏且み紹介や外部講師による講演など、しくみの必要性等の理解を深めるため1こ「わがまちみらい情報交換会」を開催する。

【運営支援】

・まちづくりの担い手創出

》地域のまちづくり1こ関心を持ち参画にっなけるために、市ホームページやSNSを活用するなど、各種団体の活動状況等の情報発信を行う。

》研修・講座の実施及ぴ効果的な清報発信をすることで、まちづくりの担い手となる人材の掘り起こし及び育成の支援を行う。

・各団体の役割分担及び負担軽減

,他'巴区事伺1の炉吏務処理の年引ざ作成はと、負担軽減や円滑な運営のための支援を行う。

(イ)拠点の支援

・協議会の事務局機能としての公共施設の活用にっいて、関係課と連携し、引き続き支援を行っていく。

(ウ)資金の支援
'交付金制度により、新たな地域課題の解決や既存の活動の維持にもっながっており、地域におけるまちづくりの推進のために、継続的な財政支援を行う
'地域におけるまちづくりの推進のために必要な部分は、交付金の使途のルールにっいて、地域の意見を踏まえ、使いやすいよう検証する。

ウ 持続可能な地域まちづくりの推進にっいて

・継続的に地域の状況や課題を把握し、しくみにっいては今後も検討・改善をしていく。

「みんなで、す~で!ながさき虹色プロジェクト【長崎市地域まちづくり計画】」け也域福祉計画包含)をもと1こ周知を図るなど、地域のまちづくりの推進を図る。

別冊 P30~P34



3 令和2年度決に基づく健全化判断比率及ぴ資金不足比率の

告について

(1)財政全化法の目的

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)は、財政指標を整備し

てその公表の仕組みを設けるとともに、財政の早期健全化及び再生のための制度とし

て整備されたもので、平成19年度決算から健全化判断比率及び資金不足比率を算定

し、監査委員の審査に付したうぇで、議会へ報告するとともに公表することが義務付

けられた。

また、平成20年度決算からは、健全化判断比率のうちどれかーつでも早期健全化

基準以上になると、財政健全化計画の策定等が義務付けられ、財政再生基準以上にな

ると、財政再生計画を策定するとともに、国の関与の下で財政再生に取り組まなけれ

ばならないこととなった。同様に、公営企業ごとの資金不足比率についても、経営健

全化基準以上になると、経営健全化計画の策定等が義務付けられた。

ア

0%長崎市(赤字なし)
実質赤字比率

(R元決算:赤字なし)

30%16.25 %
連紗実質赤{比率'長崎市(赤子なし)

(R元決算:赤字なし)

35%25%
実質公債費比率゜゜長崎市(8・2る)

(R 元決算:フ.9%)

350%0% 長崎市(91.0%)
将来負担比率

(R 元決算:82.フ%)

※1 財政健全化団体⇔財政健全化計画の策定・公表の義務付け

※2 財政再生団体⇔財政再生計画の策定・公表の義務付け、再生計画に対する国

の同意がなければ地方債の起債の制限

全化判断比率

早期健全化基準

※3

↓、、
1 早期健全化段階 1財政再生段階

加%11.25 %

イ 金不足比率

資金不足比率

(公営企業ごとに

算定)

財政再生基準

0%

水道事業会計(0%)

下水道事業会計Φ%)

観光施設事業特別会計(0%)

中央卸売市場事業特別会計Φ%)

生活排水事業特別会計(0%)

経営健全化団体⇔経営健全化計画の策定・公表の義務付け

経営健全化基準

卯%

※3
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( 2 )

ア実質赤字比率

一般会計等における実質赤字額(繰上充用額、支払繰延額及び事業繰越額の己
計額)の件票準財政規模」に対する比率。

健全化判断比率

実質赤字比率

一般会計や一部の特別会計にっいて、実質的な赤字額を「標準財政規模」の額で除
して赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示したもの。

【標準財政規模】

地方自治体が標準的な財政活動を行う上で必要な一般財源の規模を示す指標で、
「標準税収入額+普通交付税額十臨時財政対策債発行可能額」で求められる。

(A)一般会計等の実赤字額

(B)標準財政規模

【令和2年度決算】

一般会計等においては、27億4,90

字は生じておらず、実質赤字比率は

1 一般会計(※D

2 士地取得特別会計

3 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

4 診療所事業特別会計

5 長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計

3,354,7162,749,004計(A)

98,722,898100,200,608標準財政規模(B)

実質赤字比率(%) A÷B

※1 一般会計における令和2年度の実質収支額は、決算書の実質収支に関する調書
に記載されている 1,294,652 千円に、健全化判断比率の算定上、末収入特定財源として
取り扱うこととされた新型コロナウィルスワクチン接種対策費国庫負担金 1,273,900 千
円を加えた額。

一般会計等に属する会計名

万4千円の黒字であり、令和元年度と同様に赤
U＼イフン)」として表示している。

25

(単位:千円)

実質収支額

令和元年度令和2年度

3,200,3562,568,5詑

154,360180,452
0
 
0

0
 
0



イ連結実質赤字比率

全会計における連結実質赤字額の吽票準財政規模」に対する比率。

(A)連結実赤字額

連結実質赤字比率=

(B)標準財政規模

すべての会計の赤字や黒字を合算し、「標準財政規模」の額で除して地方公共団体

全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示したもの。

28,503,863

98,722,898

【令和2年度決算】

いずれの会計においても赤字は生じておらず、全会計の合計で2認億8,096万6千

円の黒字であり、実質赤字比率は「ー(ハイフン)」として表示している。

一般会計等

公営企業に係る特別会計以外の会計

(1)国民健康保険事業特別会計

②介護保険事業特別会計

得)後期高齢者医療事業特別会言

④駐車場事業特別会計

公営企業に係る特別会計

ω水道事業会計

②下水道事業会計

(3)観光施設事業特別会計

④中央卸売市場事業特別会計

⑤生活排水事業特別会計

計(A :1 + 2 + 3 )

標準財政規模(B)

連結実質赤字比率(%) A÷

会計名

26

実質収

資金剰

令和2年度

2,749,004

1,4認,143

129,035

1,2田,4呪

62,706

24,078,819

14,555,245

9,523,574

28,280,966

100,200,608

(単位:千円)

支額

余額

令和元年度

3,354,716

1,379,5田

224,416

1,093,フフフ

田,288

加

23,769,646

14,325,224

9,4脇,322

▲8,900

0
 
0



ウ実質公債費比率

公債費及びこれに準じた経費を加算した実質的な公債費の、吽票準財政規模」を基本とし
た額に対する比率。

(A)地方債の元利金充当一般財源+(B)準元利金一(C)交付税措」額
実質公債費比率

(D)標準財政規模一(C)交付税措置額(3か年平均)

一般会計等における公債費充当一般財源に公営企業の地方債償還額に対する一般
会計の繰出金など公債費に準ずる経費を加算し、実質的な公債費を算出の上、「標準
財政規模」を基本とした額と比較して、公債費負担の度合いを示したもの。

【令和2年度決算】

平成30年度から令和2年度の3か年平均で算出した令和2年度の実質公債費比
率は 8.2%であり、令和元年度の 7.9%から 0.3 ポイント増加している。

これは、分子の構成要素である地方債の元利償還金充当一般財源が過疎対策事業債
などに係る償還金の増により増加した一方で、地方債の元利償還金に係る交付税措置
額の減などにより減少したことなどによるものである。

(単位:千円)

H29

17,571,832A地方債の元利償還金

充当一般財源

B準元利償還金

C交付税措置額

D標準財政規模

実質公債費比率御

(A+B-C)÷Φ一C)

(%)令和2年度

(3か年平均)

(%)令和元年度

(3 か年平均)

醜

17,950,274

5,025,器9

RI

17,521,359

15,7朋,157

100,200,608

5,027,501

H30

17,994,549

15,951,710

8.53587

98,722,898

27

5,062,279

フ.97035

16,2田,558

8.2

99,391,田7

5,195,459

16,340,226

8.17426

100,097,四6

フ.67348



工将来負担比率

一般会計等が将来負担すぺき実質的な負債の、件票準財政規模」を基本とした額

に対する比率。
(B)充当可能財源等(A)将来負担額

(D)交付税措額(C)標準財政規模

地方債残高のほか、債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等に対する一般

会計の繰入見込額、退職手当負担見込額などの現時点で想定される将来の負担(将来

負担額)を「標準財政規模」を基本とした額と比較して指標化したもの。

【令和2年度決算】

令和2年度末における将来負担額は、 3,380億7,413万 8千円で、地方交付税措置

見込額や基金といった将来負担額に充当可能な財源を差し引いた実質的な将来負担

額は 169 億 1,267 万 3 千円となり、「標準財政規模」を基本とした額に対する割合は

91.0%で、令和元年度末の 82.フ%から 8.3 ポイント増加している。

これは交流拠点施設整備事業に係る中心市街地再活性化等特別対策事業債や新市

庁舎建設事業に係る公共施設等適正管理推進事業債等の地方債現在高が増したこと

により、「A将来負担額」が増したことなどによるものである。

(単位:千円)

項目
令和元年度

329,303,906

267,543,258

144,086

42,718,399

16,399,480

2,498,6器

2,472,146

26,邪7

将来負担比率

28

金額

令和2年度

338,074,138

276,182,254

86,466

40,941,542

20,393,449

470,427

445,559

24,8腿

A将来負担額

①地方債の現在高

②債務負担行為に基づく支出予定額

(3)公営企業債等繰入見込額

④組合等負担等見込額

⑤退職手当負担見込額

⑥設立法人の負債額等負扣見込額

うち地方独立行政法人

うち第三セクター等

⑦連結実質赤字額

⑧組合連結実質赤字額負担見込額

B充当可能財源等

山充当可能基金

②充当可能特定歳入

(3)基準財政需要額算入見込額

C標準財政規模

D交付税措置額

将来負担比率(%)

(A-B)÷(C -D)

261,161,4備

45,812,261

36,960,208

178,認8,996

100,200,608

15,769,157

91.0

260,796,960

47,953,505

35,702,357

17フ,141,098

98,722,898

15,951,710

8 7

0
 
0

0
 
0



( 3 )

公営企業ごとの資金不足額(実質赤字)の事業規模に対する比率。

資金不足比率

(B)業規模

公営企業の資金不足額(実質赤字)を、公営企業の事業規模(料金収入の規模)と
比較して指標化し、経営状況の深刻度を示したもの。

資金不足比率

【令和2年度決算】

いずれの会計においても、資金不足は生じておらず、資金不足比率は「ー(ハイフ
ン)」として表示している。

(A)資金不足額

令和2年度

9,109,艇414,555,2451 水道事業会計

フ,751,6869,523,5742 下水道事業会計

98,9233 観光施設事業特別会計

140,8994 中央卸売市場事業特別会計

120,0955 生活排水事業特別会計

法適、法非適は地方公営企業法の適用について記載している。

会計名

※

令和元年度(参考)

資金剰余額

(A)

1.6

会計名

事業の規模

( B )

水道事業会計

下水道事業会計

観光施設事業特別会計

中央卸売市場事業特別会計

生活排水事業特別会計

(単位:千円)

資金不足比率

(%)

A÷B X I00

資金剰余額

(A)

14,325,224

9,453,322

会8,900

事業の規模

( B )

(単位:千円)

資金不足比率

(%)

A÷B X I00

9,228,666

8,028,429

脇8,040

135,187

126,854
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0

0
 
0

法
適
法
非
適

法
適
法
非
適

3
 
4
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《参考資料》収支等年次比較

区

⑧総額歳出

歳入 歳出差 引額
(A) (B) (C)

翌年度 へ繰越すべき 財源
(D)

実 質収支額般
(C) (D) 旧

単年度収支額旧
会

当年度旧 前年度旧

計財政調整基金積立金(G)

繰上 金 (H)

入

分

総

101.6

15.1%

▲0.2P

額

2

W

年度

8.2P

91. OP

279,416,810

274,272,737

年度

27.4%

5,144,073

217,371,744

財政調整基金取崩し額川

実単年度収支額 U)
旧+(G)+(H) 川

歳 ①入総額

②総額

出差引額
③

越すべき財源
④

実 支収
(③ ④) ⑤

標準 財 政規模

3,849,421

212,544,521

増

▲12.7P

1,294,652

減

4,827,223

62,045,066

▲1,905.704

歳出

歳入歳
(①一②)

翌年度へ繰り

(単位;千円、%)
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